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令和３年３月１６日号 ②

りんごとワインの里　朝日町

　木質資源の有効活用及び野焼きの防止を目的に、
剪定枝の回収事業を行います。持ち込まれた剪定枝
は木炭に加工し、土壌改良剤などとして有効利用さ
れます。
▶受入期間・時間
　4 月 1 日（木）～４月 16 日（金）
　※土・日曜日除く
　午前９時～正午、午後１時～午後４時
▶料　金
　10kg あたり 150 円（消費税別）
※町は費用の 2/3（100 円及び消費税相当額）を負
　担します。農業者の方は、受入場所で差引額をお
　支払いください。なお、住所確認として、免許証
　等の身分証明書の提示を求めますので、忘れずに
　持参してください。
▶受入場所
　株式会社プライム
　☎０２３- ６６６- ２３５０
　（山辺町大字大蕨 / 東北カーボン株式会社敷地内）

▶受入に関する注意事項
　①剪定枝の太さは 30 ｃｍ以内。長さ制限なし
　②結束する場合は、縄または麻ひも使用
▶受入できないもの
　抜根、太さ 30cm を超える枝、土・泥のついた枝、
　葉のついた枝、腐敗した枝、庭木の剪定枝、マイ
　カ線・ビニールひも・針金・電線等で結束したもの

▶問合せ先
　農林振興課 農林振興係
　☎６７- ２１１４

果樹農家の皆さんへ「果樹剪定枝の回収」を行います

　近年、上郷ダム湖内の土砂が急激に増えているこ
とを受け、管理者の東北電力株式会社は令和３年度
からダム湖内の浚渫工事（湖底に堆積した土砂を排
出する工事）を実施します。
　本工事を前に、浚渫機械の搬入出および浚渫土砂
の陸揚げに必要な大型の船着場（桟橋）の工事を２
月中旬から実施しています。これに伴い、上郷ダム
公園は雪解け後も当分の間立ち入りできなくなりま
す。ご了承ください。

▶問合せ先
　総務課 財務係
　☎６７- ２１１１
　東北電力株式会社 山形発電技術センター
　☎０２３- ６３６- ５２４３

上郷ダム湖の土砂排出工事でダム公園への立ち入りができなくなります



　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡と
いった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺
族基礎年金を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付すること
が困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予とな
る「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50 歳未満）」
があります。
　申請時点の 2 年 1 か月前の月分までさかのぼって
申請することができます。
　失業等により保険料を納付することが経済的に困
難になったものの、申請を忘れていた期間がある方、

今回の新型コロナウイルス感染症の影響により収入
が減少し納付困難な方は、下記へご相談ください。

▶問合せ先
　寒河江年金事務所 国民年金課
　☎８４- ２５５１（自動音声案内 ５）
　税務町民課 住民生活係
　☎６７- ２１１９

国民年金保険料の免除等の申請について

　朝日連峰周辺地域は、貴重な動植物の生態系を守
るため、朝日山地森林生態系保護地域と磐梯朝日国
立公園に指定されております。
　ここでのスノーモービルの走行は、エンジンの騒
音やトラックベルトによる樹木の損傷等により、生
態系への影響を及ぼすことが大いに心配されます。

この地域へのスノーモービルの乗り入れはご遠慮く
ださい。詳しくは下記へ問合せください。

▶問合せ先
　東北森林管理局 朝日庄内森林生態系保全センター
　☎０２３５- ５８- １７３０

朝日連峰周辺へのスノーモービルの乗り入れはご遠慮ください

　「法定相続情報証明制度」は、法定相続人が誰であ
るのかを法務局に登録し、それを登記官が証明するも
のです。この制度を利用することで、各種手続きの際、
戸籍謄本や除籍謄本を提出する必要がなくなります。
　手続き先が複数ある場合、手続きが同時に進めら
れる等、とても便利な制度ですので、ぜひご利用くだ
さい。

　発行に必要な書類等、詳しくは法務局ホームペー
ジをご覧いただくか、下記まで問合せください。

▶問合せ先
　山形地方法務局 寒河江支局
　☎８６- ３２５８

「法定相続情報証明制度」をご利用ください

　お知らせ板は、原則として、毎月１日・16 日の月
2 回発行です。
　掲載を希望する場合には、発行日の 9 日前までに
原稿の提出をお願いいたします。
　なお、内容によっては、掲載しかねる場合もあり
ますので、ご了承ください。

▶問合せ先
　政策推進課 広報ブランド係
　☎６７- ２１１２

お知らせ板の発行日及び掲載原稿の締め切りについて


